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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 新旧対照表                           （傍線部分は、改正部分） 

 

改正案 現 行 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 

  

第一条～第三条 （略） 第一条～第三条 （略） 

  

（精神保健診察命令書の交付） （精神保健診察命令書の交付） 

第四条 知事は、法第三十四条第一項若しくは第三項、第三十八条の六第一

項、第三十八条の七第二項、第四十条の五第一項又は第四十五条の二第四

項の規定により精神保健指定医（以下「指定医」という。）をして診察を

させようとするときは、様式第四号の精神保健診察命令書を当該指定医に

交付するものとする。 

２ （略） 

第四条 知事は、法第三十四条第一項若しくは第三項、第三十八条の六第一

項、第三十八条の七第二項又は第四十五条の二第四項の規定により精神保

健指定医（以下「指定医」という。）をして診察をさせようとするときは、

様式第四号の精神保健診察命令書を当該指定医に交付するものとする。 

 

２ （略） 

  

（措置入院に関する診断書等の提出） （措置入院に関する診断書等の提出） 

第五条 指定医は、精神保健診察命令書による診察（法第三十四条第一項又

は第三項の規定によるものを除く。）をしたときは、様式第五号の措置入

院に関する診断書（法第三十八条の六第一項、第三十八条の七第二項又は

第四十条の五第一項の規定による診察をした場合にあつては様式第六号

の入院者診断書、法第四十五条の二第四項の規定による診察をした場合に

あつては様式第七号の診断書（精神障害者保健福祉手帳用））を作成し、

速やかに精神保健診察命令書を交付した知事、保健所長又は埼玉県立精神

保健福祉センター長に提出しなければならない。 

第五条 指定医は、精神保健診察命令書による診察（法第三十四条第一項又

は第三項の規定によるものを除く。）をしたときは、様式第五号の措置入

院に関する診断書（法第三十八条の六第一項又は第三十八条の七第二項の

規定による診察をした場合にあつては様式第六号の入院者診断書、法第四

十五条の二第四項の規定による診察をした場合にあつては様式第七号の

診断書（精神障害者保健福祉手帳用））を作成し、速やかに精神保健診察

命令書を交付した知事、保健所長又は埼玉県立精神保健福祉センター長に

提出しなければならない。 

  

第六条～第十二条 （略） 第六条～第十二条 （略） 

  

（医療保護入院者の入院届等） （医療保護入院者の入院届等） 

第十三条 法第三十三条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出

の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。 

 

 

 

 一 法第三十三条第一項の規定による入院措置に係る届出 様式第十五 

第十三条 法第三十三条第七項の規定による届出は、同条第一項又は第二項

の規定による措置に係るものにあつては様式第十五号の入院届により、同

条第三項後段の規定による措置に係るものにあつては様式第十六号の入

院届により行うものとし、同条第七項に規定する同意書の様式は様式第十

七号のとおりとする。 
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改正案 現 行 

  号の入院届及び様式第十七号の同意書 

 二 法第三十三条第二項の規定による入院措置に係る届出 様式第十五 

  号の入院届及び市町村長からの同意書 

 三 法第三十三条第三項後段の規定による入院措置に係る届出 様式第 

  十六号の入院届及び様式第十七号の同意書又は市町村長からの同意書 

 四 法第三十三条第六項の規定による入院の期間の更新に係る届出 様 

  式第十七号の二の更新届及び様式第十七号の三の同意書又は市町村長 

  からの同意書 

  

第十四条 （略） 第十四条 （略） 

  

（応急入院届） （応急入院届） 

第十五条 法第三十三条の六第五項の規定による届出は、同条第一項の規定

による入院措置に係るものにあつては様式第十九号の応急入院届により、

同条第二項後段の規定による入院措置に係るものにあつては様式第二十

号の応急入院届により行うものとする。 

第十五条 法第三十三条の七第五項の規定による届出は、同条第一項の規定

による措置に係るものにあつては様式第十九号の応急入院届により、同条

第二項後段の規定による措置に係るものにあつては様式第二十号の応急

入院届により行うものとする。 

  

（入院者の定期病状報告） （入院者の定期病状報告） 

第十六条 法第三十八条の二第一項の規定による報告は様式第二十一号の

措置入院者の定期病状報告書により行うものとする。 

第十六条 法第三十八条の二第一項の規定による報告は様式第二十一号の

措置入院者の定期病状報告書により行うものとし、同条第二項において準

用する同条第一項の規定による報告は様式第二十二号の医療保護入院者

の定期病状報告書により行うものとする。 

  

 （措置入院決定報告書）  

第十六条の二 法第三十八条の三第一項の規定による通知（法第二十九条第

一項の規定による入院措置に係るものに限る。）は、様式第二十二号の措

置入院決定報告書により行うものとする。 

（新設） 

  

第十七条～第二十五条 （略） 第十七条～第二十五条 （略） 

  

様式第１号～様式第４号 （略） 様式第１号～様式第４号 （略） 
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改正案 現 行 

様式第５号（第５条関係）（表） 

 
 

様式第５号（第５条関係）（表） 
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改正案 現 行 
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改正案 現 行 

様式第５号（第５条関係）（裏） 

記 載 上 の 留 意 事 項                

  １ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載する

こと。 

  ２ 平成２０年３月３１日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴

等に含むこと。 

  ３ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載す

ること。 

  ４ 重大な問題行動の欄は、Ａはこれまでに認められた問題行動を、Ｂは今後おそれ

のある問題行動を指し、該当する全ての算用数字、Ａ及びＢを○で囲むこと。 

  ５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般

にこの書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに

重点を置くこと。 

  ６ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコ

ミュニケーションの様子、診察者が受ける印象等について記載すること。 

  ７ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

  ８ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第５条関係）（裏） 

記 載 上 の 留 意 事 項                

  １ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載する

こと。 

  ２ 平成２０年３月３１日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴

等に含むこと。 

  ３ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載す

ること。 

  ４ 問題行動の欄は、Ａはこれまでに認められた問題行動を、Ｂは今後おそれのある

問題行動を指し、該当する全ての算用数字、Ａ及びＢを○で囲むこと。 

  ５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般

にこの書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに

重点を置くこと。 

  ６ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコ

ミュニケーションの様子、診察者が受ける印象等について記載すること。 

  ７ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

  ８ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 
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改正案 現 行 

様式第６号（第５条関係）（表） 

 

様式第６号（第５条関係）（表） 
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改正案 現 行 
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改正案 現 行 

様式第６号（第５条関係）（裏） 

記 載 上 の 留 意 事 項                

  １ 生活歴及び現病歴は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。 

  ２ 平成２０年３月３１日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴

に含むこと。 

  ３ 重大な問題行動の欄は、Ａはこれまでに認められた問題行動を、Ｂは今後おそれ

のある問題行動を指し、該当する全ての算用数字、Ａ及びＢを○で囲むこと。 

  ４ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般

にこの書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに

重点を置くこと。 

  ５ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコ

ミュニケーションの様子、診察者が受ける印象等について記載すること。 

  ６ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

  ７ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号～様式第１４号 （略） 

様式第６号（第５条関係）（裏） 

記 載 上 の 留 意 事 項                

  １ 生活歴及び現病歴は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。 

  ２ 平成２０年３月３１日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴

に含むこと。 

  ３ 初回及び前回入院期間は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載するこ

と。 

  ４ 問題行動の欄は、Ａはこれまでに認められた問題行動を、Ｂは今後おそれのある

問題行動を指し、該当する全ての算用数字、Ａ及びＢを○で囲むこと。 

  ５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般

にこの書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに

重点を置くこと。 

  ６ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコ

ミュニケーションの様子、診察者が受ける印象等について記載すること。 

  ７ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

  ８ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号～様式第１４号 （略） 
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改正案 現 行 

様式第１５号（第１３条関係）（表） 

 

様式第１５号（第１３条関係）（表） 
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改正案 現 行 
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改正案 現 行 

様式第１５号（第１３条関係）（裏） 

 
 

 

 

様式第１５号（第１３条関係）（裏） 
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改正案 現 行 

様式第１７号（第１３条関係） 

 
 

様式第１７号（第１３条関係） 
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改正案 現 行 

様式第１７号の２（第１３条関係） （表） 

 

（新設） 
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改正案 現 行 
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改正案 現 行 

様式第１７号の２（第１３条関係） （裏） 

 

（新設） 
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改正案 現 行 

様式第１７号の３（第１３条関係） 

 
様式第１８号・様式第１９号 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１８号・様式第１９号 （略） 
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改正案 現 行 

様式第２０号（第１５条関係）（表） 

 

様式第２０号（第１５条関係）（表） 
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改正案 現 行 

 
様式第２０号（裏） （略） 

 
様式第２０号（裏） （略） 
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改正案 現 行 

様式第２１号（第１６条関係）（表） 

 

様式第２１号（第１６条関係）（表） 
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改正案 現 行 
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改正案 現 行 

様式第２１号（第１６条関係）（裏） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２１号（第１６条関係）（裏） 
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改正案 現 行 

様式第２２号（第１６条の２関係） 

 
 

様式第２２号（第１６条関係） 
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改正案 現 行 
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改正案 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２３号～様式第３６号 （略） 

（裏） 

記 載 上 の 留 意 事 項                

１       内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。 

２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄

にそのときの入院形態を記載すること（特例措置による入院を含む。その場合は「特

例措置入院」と記載すること。）。なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に

記載すること。 

３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載する

こと。 

４ 生活歴及び現病歴の欄は、前回報告のコピーの添付でもよいが、新たに判明した

事実がある場合には追加記載すること。 

５ 平成２０年３月３１日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴

等に含むこと。 

６ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載す

ること。 

７ 入院後の診察により精神症状が重症であつて、かつ、慢性的な症状を呈すること

により入院の継続が明らかに必要な病状であること等により１年以上の入院が必要

であると判断される場合には、「過去１２か月間の治療の内容と、その結果及び通院

又は任意入院に変更できなかつた理由」の欄にその旨を記載すること。 

８ 「退院に向けた取組の状況（選任された退院後生活環境相談員との相談状況、地

域援助事業者の紹介状況、医療保護入院者退院支援委員会で決定した推定される入

院期間等について）」の欄については、 

(１) 退院後生活環境相談員との最初の相談を行つた時期やその後の相談の頻度等 

(２) 地域援助事業者の紹介の有無や紹介した地域援助事業者との相談の状況等 

(３) 医療保護入院者退院支援委員会での審議状況等 

について記載することとし、(３)については、必要に応じて医療保護入院者退院支

援委員会における審議結果記録の写しを添付した上で、その旨を同欄に明記するこ

と。 

９ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般

にこの書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに

重点を置くこと。 

10 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

11 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。  
 

 

 

様式第２３号～様式第３６号 （略） 

 


